
「就労」から「求職活動」となる場合

✓

✓

✓

認定事由が「求職活動」となる

場合は、時間区分が「短時間」
利用となります。

・月途中で、求職活動となる場合、
保育短時間利用は翌月からとなりま
す。
例）5月途中や5月末で、求職活動と
なる場合→6月1日から短時間利用で
す。


